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内容の要旨及び審査の結果の要旨 

Ⅰ．本論文の主題と構成 

本論文の目的は、紛争当事者の主張に含まれる文化的要素は国際裁判で考慮すべきか否か、考慮

すべき場合にはどのように考慮することが望ましいか、という点を検討することである。具体的に

は、国際裁判所（国際司法裁判所、欧州人権裁判所、米州人権裁判所）が当事者の法的主張に組み

込まれた文化的要素を法的議論の俎上にのせる意義について考察し、既存の法プロセスに文化的要

素を取り入れた国際法の解釈・適用のあり方について提言を行っている。以上の主題を考察するに

あたり、本論文は以下のような構成をとっている。 

 

序章 問題の所在 

第１節 国際法における「文化」 

第１款 文化の定義 

第２款 文化的考慮とは 

第３款 学説状況 

第２節 本論文の目的・対象・方法 

第３節 本論文の構成 

第１章 国際司法裁判所判例 

第１節 判決・勧告的意見が「文化」という言葉を使っていない事例 

第１款 少数意見が「文化」という言葉を使っていない事例 

第２款 少数意見が「文化」という言葉を使っている事例 

第２節 判決・勧告的意見が「文化」という言葉を使っている事例 

第１款 少数意見が「文化」という言葉を使っていない事例 

第２款 少数意見が「文化」という言葉を使っている事例 
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第３節 小括 

第２章 地域的人権裁判所 

第１節 欧州人権裁判所判例 

第１款 判決・決定が「文化」という言葉を使っていない事例 

第２款 判決・決定が「文化」という言葉を使っている事例 

第２節 米州人権裁判所判例  

第１款 判決が「文化」という言葉を使っていない事例 

第２款 判決が「文化」という言葉を使っている事例 

 第３節 小括 

第３章 国際裁判における文化的考慮の課題と提案 

第１節 課題 

第１款 文化的考慮に対する懸念 

第２款 文化的考慮の意義 

第３款 文化的考慮の法的根拠 

第２節 提案 

第１款 文化的考慮の区分 

第２款 文化的考慮の類型化 

第３款 文化的考慮と国際法理論 

第３節 小括 

終章 国際裁判における文化的考慮の意義 

第１節 本稿の要約 

第２節 今後の課題 

参考文献 

 

Ⅱ．本論文の概要 

序章では、文化の定義、文化的要素を「考慮する」ことの意味、本論文の目的および検討対象が

述べられる。文化の定義は「文化の多様性に関するユネスコ世界宣言」（2001 年）の「社会あるい

は社会集団に特有の精神的、物質的、知的、感情的特徴の総体であり、芸術・文学に加えて生活様

式、共生の方法、価値観、伝統、信念が含まれる」というものである。文化的要素を「考慮する」

ことには、当事者の主張する文化的要素を判決に肯定的な形で積極的に取り込むだけでなく、文化

的要素を十分かつ入念に検討した結果その要素を判決に取り入れないと判断した場合も含む。本論

文の目的は、これまでの国際裁判において文化的考慮がどのように行われてきたか／行われてこな

かったかを分析し、今後の国際裁判における文化的考慮の方法に関する国際法解釈のあり方を探求

することである。検討の対象は、国際司法裁判所および地域的人権裁判所（米州人権裁判所、欧州

人権裁判所）の判例である。 
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第 1 章 国際司法裁判所判例は、ICJ が文化的要素をどのように扱ってきたかを分析する。10 の

事例中、文化的考慮が行われたと言えるのは、航行権および関連する権利に関する紛争事件（2009

年）、プレア・ビヒア寺院事件判決の解釈請求事件（2013 年）、国境紛争事件（2013 年）の判決、

西サハラ事件の勧告的意見（1975 年）の 4つである。航行権事件は、地域住民の「慣習」という文

化的要素が国際法上の慣習法の理論の解釈・適用に取り入れられ、それが判決の主文に明記された

点で、文化的考慮が積極的に行われた事例である。プレア・ビヒア寺院事件判決の解釈請求事件も、

世界遺産条約を根拠として文化遺産保護の協力義務などを明言した点で、文化的考慮が積極的に行

われた事例であると言える。国境紛争事件判決は、遊牧民独自の生活慣習という希少な文化に対し

て理解を示しており、当事者の主張する文化的要素が肯定的に判決に取り入れられている。西サハ

ラ事件の勧告的意見には「法的結びつき」「忠誠の法的きずな」「領土主権の結びつき」などの言

葉が用いられ、文化的要素を法的議論の俎上にのせた点で画期的だった。他方、プレアビヒア事件

判決（1962 年）は、当事者が主張した物理的、歴史的、宗教的および考古学的な証拠を「法的に決

定的なものとみなすことはできない」と述べるにとどまり、なぜそのような判断に至ったかについ

ての理由説明はない。グリーンランドとヤン・マイエンの間の区域における海域境界画定に関する

事件（1993 年）も、判決はデンマーク側が主張した「グリーランドの人々が区域に対して持ってい

る愛着」という「文化的要因」は中間線を修正する「特別な事情」にはあたらないと判断したが、

なぜそう判断したのかは述べられていない。裁判所が判決のなかで文化的要素を含む証拠を法的に

決定的なものではないと判断した場合、その理由を説明すべきであるが、これら 2 つの判決にはそ

れが欠けている、と筆者は指摘している。 

 

第２章 地域的人権裁判所は、5 つの欧州人権裁判所判例と 7 つの米州人権裁判所判例を取り上

げ、文化的考慮の行われ方に関して比較考察する。前者は、文化的要素への言及はあるものの、そ

れがあまり重視されているとは言えないのにたいして、後者は、いずれの事例においても文化的要

素が法解釈に積極的に取り入れられていることが明らかになる。 

第 1 節では欧州人権裁判所判例が検討される。ここで文化的要素の取り入れに消極的な立場を支

える論拠に「評価の余地」理論がある。いずれの事例も「評価の余地」理論によって締約国の裁量

が広く認められた結果、判決では原告側の主張に含まれる文化的要素への考慮は十分になされなか

った。こうした裁判所の姿勢に対して筆者は疑問を呈する。たとえばダラブ対スイス事件、レイラ・

シャヒン事件、S．A．S 対フランス事件において、欧州人権裁判所は全体的に締約国の「評価の余

地」を広く捉え、ヴェール着用規制の欧州人権条約適合性を認めた。けれども、ヴェール着用は、

それが自由意思に基づく場合は文化的権利の対象となり得る。少数者や弱者の主張に含まれる文化

的要素に十分配慮するためには、裁判所が各締約国に認める裁量の余地を狭めるべきである、とい

うのが筆者の見解である。 

これとは対照的に第 2 節で検討される米州人権裁判所判例は、紛争当事者の主張する文化的要素
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に裁判所が正面から取り組み、それを判決のなかに積極的に取り入れようとする姿勢が認められる。

具体的には、米州人権条約第 21 条（財産権）、第 5 条（人道的な取扱いを受ける権利）、第 4 条

（生命に対する権利）などの解釈・適用の過程で、文化的な要素を入念に検討し、これを法的判断に

積極的に取り入れている。そのさい、訴訟当事国が批准した条約および国内法の認める権利行使を

制限するような解釈を禁じる第 29 条(ｂ)項の下で、ILO 第 169 号条約第 13 条や自由権規約第 27 条

を積極的にその解釈に取り込んでいる。米州人権裁判所で当事者が主張した文化的な要素には、土

地との精神的な絆や死者の魂など、可視化できないものが多く、これらは法的議論の俎上に載せる

ことが困難である。それにもかかわらず、「文化的アイデンティティ」の名の下に、こうした多様

な文化的要素に米州人権裁判所は正面から取り組んでおり、そのような姿勢を筆者は高く評価して

いる。 

 

第 3 章 文化的考慮の課題では、まず第 1 節で、国際裁判所が文化的考慮を行うことへの懸念が

検討される。そのような懸念は、文化的な考慮によって議論の範囲が拡大し収拾がつかなくなるの

ではないか、たとえ文化的要素を考慮しても紛争当事者が納得するとは限らないのではないかとい

うものである。このような懸念にたいして、筆者は、文化的要素を考慮せず、議論の対象を限定し、

法的に処理しやすくした場合であっても、判決後に敗訴国側の政府が反対声明を発表したり、国内

で抗議デモが発生したりするなど、紛争が蒸し返される危険性はやはり存続する。そもそも紛争の

根源に文化的な要因がある場合、当事者の提出する証拠のなかに何らかの文化的要素が含まれるこ

とは避けられない。こうした要素を安易に排除したり軽視したりすることは、適切な法解釈の方法

であるとは思えない。むしろこれらの要素について十分に検討し、当事者双方が納得し得るような

良く練り上げられた文化的要素の考慮が裁判所に求められている、と述べて、これらの懸念に反論

している。 

第 2 節では、国際裁判所が、文化的要素を積極的に法的議論の俎上に載せて国際法を解釈すべき

場合と、そうすべきではない場合とに区分する。前者は、紛争当事者の主張する文化的要素が一見

して当該事件の主題に関係している場合である。後者は、いずれの紛争当事者も文化的要素に関す

る主張を全く行っていない場合、および、紛争当事者の主張する文化的要素が一見して当該事件の

主題と関係しているとは認められない場合、の 2つである。 

このうちの前者、すなわち紛争当事者の主張する文化的要素が一見して当該事件の主題に関係し

ている場合に、裁判所は文化的考慮を行うことになるが、その考慮のしかたが類型化される。第１

類型は、文化的要素にかんする国際法規則がすでに存在する場合に、当該規則を適用することによ

って文化的考慮を行う、という類型である。第２類型（1）は、そこで主張される文化的要素を規律

する国際法規則は存在しないものの、関連する国際法規則を解釈する上で、当事者が主張する文化

的要素を判決に取り入れる、という類型である。少数者や先住民の権利を、国際法の財産権条項等

の解釈・適用を通じて保護する場合がこれに該当する。これにたいして第２類型（2）は、そこで主

張される文化的要素を規律する国際法規則が存在せず、関連する国際法規則を解釈する上で、当事
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者が主張する文化的要素を判決に取り入れない、という類型である。両当事者間で対立する文化的

要素が外見上等価であり、双方の文化的視点の違いに妥協の余地がない場合がこれに該当する。こ

のような場合、双方の文化的要素の優劣を判断することは困難あるいは不可能なので、裁判所は、

当事者の主張する文化的要素を判決に取り入れるべきではない。ただし、そのような場合でも裁判

所は文化的要素を判決に取り入れない理由を判決のなかで述べるべきである、と筆者は主張する。 

第 2 節第 2 款は、裁判所が以上のように文化的要素を考慮し国際法を解釈するさいに、弱者救済

の観点から、それをより正義に適ったものにするための国際法理論が検討される。 

まずとりあげられるのは「黙認の法理」である。プレア・ビヒア寺院事件では、「黙認」の成否

という主題に文化的要素が密接に関係していた。ICJ は、同寺院の帰属にかんしてタイ国王子がと

った態度を、もっぱら西洋的基準・行動様式に依拠して評価し、そこに「黙認」の成立を認めた。

このような判断の仕方は、文化的差異を無視するものであって適切ではない。黙認の法理を解釈適

用するさいには、西洋的心性にのみ依拠するのではなく、状況に即して、非西欧的心性も十分に考

慮すべきである、ということを筆者はここで強調している。 

次いで、米州人権裁判所判例モアワナ共同体対スリナム事件でカンサード・トリンダージ判事が

提唱した「霊的損害」が考察される。この霊的損害と従来の精神的損害との違いは、前者において

は損害が数量化できず、金銭賠償以外の形式による賠償を必要とする点にある。この概念について

想定される批判点（精神的損害とは異なるどのような権利回復手段を選択できるのか、国際法上の

根拠はあるか、裁判官が新たな権利や法を創造するに等しい機能を担ってよいのか）が詳細に検討

される。その結果筆者は、「霊的損害」の実定国際法上の根拠は十分に確立していないものの、こ

れは ICJ 規程第 38 条 1 項（d）に言う学説として法規則決定の補助手段になり得ると述べ、文化的

考慮を行うことの延長線上に霊的損害の救済をめざす理論・学説として、筆者は「霊的損害」論を

積極的に評価している。 

 

終章では、国際裁判における文化的考慮という研究テーマにかかわる今後の課題が列挙されてい

る。それらは、文化的要素の関係する常設国際司法裁判所判例（上部シレジア少数者学校事件、グ

レコ・ブルガリアン共同体事件、アルバニア少数者学校事件など）を検討すること、アフリカ人権

裁判所の判例を扱うこと、文化的要素を考慮することで国際法解釈の根本的見直しにつながる可能

性のある国際法理論として、「黙認の法理」や「霊的損害」にとどまらず、「評価の余地理論」や

慣習法理論についても考察すること、の 3つである。 

 

Ⅲ．本論文の評価 

 本論文の意義として次の 3つが挙げられる。 

 第 1 に、国際裁判における文化的考慮というテーマにかんしてである。国際法学は、戦争と平和

や外交関係などの伝統的な分野から人権、経済、環境などにその規制対象を拡大してきたが、文化

分野の国際法は比較的歴史が浅く十分な研究が蓄積しているとは言えない。その理由は文化の遍在
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性にある。文化を「社会あるいは社会集団に特有の精神的、物質的、知的、感情的特徴の総体であ

り、芸術・文学に加えて生活様式、共生の方法、価値観、伝統、信念を含む」ものと捉えた場合、

それがあまりに茫漠とし遍在しているため、特定の規制領域として文化を認識することが困難だっ

た。しかし近年、先住民族の権利や文化的多様性の尊重が国際社会の目標・課題として認められる

にともない、文化にかんする国際法が次第に注目を集めるようになった。その結果、国連教育科学

文化機関（UNESCO）の活動やそこで採択された諸条約の検討、自由貿易と文化、開発と文化、文化

遺産保護法制などが積極的に論じられるようになった。国際裁判における文化的考慮というテーマ

も、上記の文脈のもとで、これまでの国際法学があまり注目してこなかったテーマである。しかし

ながら、国際裁判が文化の問題をどのように扱って来たか（来なかったか）、そこにどのような問

題がみいだされどのような改革がなされるべきか、ということを考えることは、国際法学における

文化研究の重要性が認識されるに至った現在、きわめて重要で意義のある研究課題である。本論文

は、この課題に正面から真摯に取り組んだものであって、それだけで評価に値する。 

 第 2 に、本論文が国際司法裁判所、欧州人権裁判所、米州人権裁判所の文化的考慮にかかわる判

例を網羅的に検索し、検討し、評価を加えている点である。上に述べた第 1 の点だけでは、本論文

の評価は「その意気や良し」というレベルにとどまるが、本論文はそうではない。第 1 章、第 2 章

を通じて 3 つの裁判所判例が包括的かつ仔細に検討されている。国際司法裁判所判例については、

一方でいくつかのケースにおいて文化的要素が積極的に考慮されているものの、他方で当事者が法

的争点としてそれらを主張しているにもかかわらず裁判所は何ら理由を付すことなくそれを取り入

れなかったケースもあることが実証されている。欧州人権裁判所については、文化的要素の取り入

れに消極的な立場を支える論拠として「評価の余地」理論があり、これによって締約国の裁量が広

く認められ、その結果原告側の主張に含まれる文化的要素への考慮が十分になされないという判例

が多くあることが示されている。米州人権裁判所については、「文化的アイデンティティ」の名の

下に、紛争当事者の主張する文化的要素に裁判所が正面から取り組み、それを判決のなかに積極的

に取り入れようとする姿勢をとっていることが具体的に明らかにされている。これらの多くの判例

の検討は詳細であり、判決文だけでなく少数意見や当事者の主張にまで周到に目配りがなされてお

り、そこから導き出される「文化的要素を考慮しない場合にはその理由を述べるべきである」「少

数者や弱者の主張に含まれる文化的要素に十分配慮するためには、裁判所が各締約国に認める裁量

の余地を狭めるべきである」「可視化できない多様な文化的要素に裁判所は正面から取り組んでい

る」という筆者の主張には、それぞれ高い説得力がある。 

第 3 に、本論文が文化的要素の考慮にかんする類型化を試みている点である。上記第 2 点が実証

の作業であったのにたいしてこの第 3 点は理論化の作業である。第 3 章において筆者は、まず国際

裁判所が文化的要素を考慮すべき場合とすべきではない場合とに区分する。次いで、国際裁判所が

文化的要素を考慮する場合、その考慮の仕方を類型化する。第１類型は、文化的要素にかんする国

際法規則がすでに存在する場合に当該規則を適用するという類型である。第２類型（1）は、そこで

主張される文化的要素を規律する国際法規則は存在しないものの、関連する国際法規則を解釈する
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上で当事者が主張する文化的要素を判決に取り入れるという類型である。第２類型（2）は、そこで

主張される文化的要素を規律する国際法規則が存在せず、関連する国際法規則を解釈する上で当事

者が主張する文化的要素を判決に取り入れないという類型である。このような類型化は筆者が独自

に試みたものであり、それが第 1、2章の実証に裏打ちされているだけに、本論文の読者の多くはこ

れに納得するだろう。さらに文化的要素を考慮し弱者の権利を救済する法理論として、筆者は「黙

認の法理の解釈方法の再考」と「霊的損害理論」を紹介する。これらの主張は、もともとは裁判事

例のなかで被害者を救済する観点から唱えられたものであるが、それを国際裁判における文化的考

慮という文脈に位置づけて論じている点は、大いに評価されるだろう。 

 他方、本論文の課題としては、以下の 2つが挙げられる。 

 第 1に、欧州人権裁判所判例の扱い方が不十分である。同判例にはフランスにおける非宗教性（ラ

イシテ）の評価、宗教的象徴と公教育・企業、表現の自由と宗教的感情の尊重など、文化的考慮に

かかわる重要事例が多くあるが、本論文はそれらを十分に検討していない。 

 第 2 に、国際裁判における文化的考慮というテーマの制約上当然なのだが、本論文が扱った文化

的考慮は、あくまでも国際裁判において扱われた事例に限定されている。しかしながら、国際紛争

解決の文脈における文化的考慮は、より広い射程のもとで考察されるべきであり、国際裁判判例の

みならず、自由権規約委員会、社会権規約委員会、女子差別撤廃委員会をはじめ普遍的・地域的人

権機関の勧告、意見なども検討すべきだろう。それを行うことで現代国際法における文化的考慮の

全体像が初めて明らかになるからである。今後、筆者が研究を進めていく上で、ぜひこれらの課題

を克服し、あるいはそれに取り組むよう期待する。 

 

Ⅳ．結論 

本論文への以上の評価と最終試験の結果をふまえて、本論文の審査委員一同は、全員一致により、

本論文が博士（法学）の学位を授与するにふさわしいとの結論に至った。 


